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企業内の障害者に対する理解促進の取り組み 
― 障害者雇用に関する上場企業対象アンケート調査の結果より ― 
 

上席主任研究員 水野 映子 
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要旨 

①企業に雇用された障害者が職場に定着する上で、従業員の理解は重要であると考えられ

る。そこで、従業員数100人以上の上場企業を対象にアンケート調査を実施し、障害の

ある従業員に対する他の従業員の理解を促すために企業が行っている取り組みに注目

した。 

 

②障害のある従業員に対し、一緒に働く従業員の理解・配慮が「かなりある」または「あ

る程度ある」と答えた企業の割合は、どの障害種別においても８割を超えている。ただ

し、理解・配慮が「かなりある」と答えた割合は、障害種別や企業の従業員数などによ

って異なる。 

 

③障害のある従業員に対する他の従業員の理解・配慮を促すことが重要であると答えた企

業は92.0％にのぼる。しかし、理解・配慮を促すために、最近１年間に他の従業員に対

して研修・勉強会等を実施、マニュアル・パンフレット等を配布した企業は、それぞれ

22.8％、11.0％にとどまる。 

 

④自由回答結果によれば、上記以外の取り組みとしては、障害の特性や配慮すべき点、障

害者雇用の現状・方針などに関する口頭での説明、社内報・社内LANを通じた情報発信

などが行われている。また、取り組みを実施・検討する上での課題としては、継続性の

確保、多様な障害・職場への対応、参考となる情報の取得、プライバシーへの配慮など

がある。 

 

 キーワード：職場、定着、理解、配慮  
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１．調査研究の概要 

 企業の障害者雇用をめぐる状況は近年大きく変化している（水野 2015b）。その変化

のひとつが、企業で雇用される障害者の増加である。しかし、雇用された障害者が職

場に定着するためには、まだ多くの課題があると考えられる。 

 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者を雇用している企業に対して、雇用し

た障害者が定着している理由は何だと思うかを質問している。図表１でその結果をみ

ると、１・２位の項目と僅差で、３位に「現場の従業員の理解があるから」（67.6％）

があがっている。また、同機構が雇用・就労支援機関（障害者就業・生活支援センタ

ー、就労移行支援事業所など）に対して、障害者が就職先に定着するために重要だと

感じることを質問した結果では、「就職先の現場の従業員の理解」（96.2％）という回

答が最も多い（図表２）。つまり、障害者を雇用する側も支援する側も、障害者の定着

のためには職場の従業員の理解が重要だと認識している。 

 一方、厚生労働省は、雇用される側である障害者に対し、前職の離職理由を質問し

ている。その結果、図表３の通り「職場の雰囲気・人間関係」がいずれの障害種別に

おいても１位か２位となっている。この結果と前述の結果を合わせてみると、職場の

従業員の障害者に対する理解の有無が両者の人間関係の良し悪しに影響を与え、さら

にそれが障害者の定着に影響しているとも考えられる。 

 そこで本稿では、障害者の職場定着を進めるためにはその障害特性や配慮すべき事

項、障害者雇用そのものなどに対する従業員の理解を促すことが重要であるという問

題意識のもと、企業がそのためにどのような取り組みを行っているかに着目すること

とした。図表４には、分析に用いた企業対象アンケート調査の概要、図表５には調査

に回答した企業の属性や障害者雇用の状況を示す。 

 なおこの調査の結果は、別稿（水野 2015b など）でも紹介している。 

 

図表１ 雇用した障害者が定着している理由 図表２ 障害者が就職先に定着するために 
 ＜複数回答＞   重要だと思うこと＜複数回答＞ 

 
 

注１：障害者を雇用している企業1,051社が回答 注１：雇用・就労支援機関1,325機関が回答 

注２：上位５項目を掲載 注２：図表１の類似項目を掲載 

資料：高齢・障害・求職者雇用支援機構『中小企業 資料：図表１と同じ 

における障害者雇用促進の方策に関する研究 

調査研究報告書』2013年 
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図表３ 障害者の前職の離職理由＜複数回答＞ 
（単位：％） 

 
注１：回答者は、常用労働者５人以上を雇用する民営事業所に雇用されている身体障害者・精神障害者のうち、前職

を個人的理由で離職した人 

注２：それぞれの障害種別における１～５位を丸数字で表示 

資料：厚生労働省「平成25年度 障害者雇用実態調査」 

 
図表４ アンケート調査の概要 

・調査時期：2014年11月中旬～12月上旬 

・調査対象：従業員数100人以上の上場企業2,882社 

※『会社四季報 CD-ROM』2014年秋号（東洋経済新報社）より該当企業を全件抽出 

・有効回収数(率)：243社（8.4％） 

・調査方法：郵送配布・郵送回収 

※人事部長を通じ障害者雇用担当者（いない場合は人事担当者）に回答を依頼 

 
図表５ アンケート調査の回答企業の属性・障害者雇用の状況 

（単位：％） 
業種 

 
 
 従業員数 障害のある従業員数 

  
 
実雇用率（雇用している常用労働者総数に占める障害者数） それぞれの障害のある従業員を 
  １人以上雇用している割合 

   
注１：業種の〔 〕内は後述の自由回答結果での省略形 

注２：従業員数・障害のある従業員数は、実雇用率の算定に用いる分母・分子となる常用労働者数とは異なる（水野 

2015b）  
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２．障害のある従業員に対する理解・配慮をめぐる認識 

（１）理解・配慮の程度 

 障害のある従業員に対して一緒に働く従業員の理解や配慮はどの程度あると思うか、

障害種別に質問した。図表６の通り、どの障害のある従業員に対しても理解・配慮が

ある（「かなりある」＋「ある程度ある」）と答えた割合は８割を超える。回答企業の

多くは、障害のある従業員に対する周囲の理解・配慮はあると思っていることがわか

る。ただし、この結果はあくまでも企業による評価であり、障害のある従業員の受け

止め方と異なる可能性があることには注意が必要である。 

 理解・配慮が「かなりある」と答えた割合のみをみると、肢体不自由、視覚障害、

知的障害に比べ、内部障害、聴覚障害、精神障害といった外見ではわかりにくい障害

における割合がやや低い。後述の理解・配慮を促す取り組みを実施・検討する上での

課題に関する自由回答においても「精神障害は障害が目に見えないため取り組みが難

しい」との記述があった。 

 

図表６ それぞれの障害のある従業員に対する理解・配慮の程度 

 
 

注：それぞれの障害のある従業員を雇用している企業が回答 

 

 図表７をみると、従業員数が999人以下の企業に比べて1,000人以上の企業で、理解・

配慮が「かなりある」と答えた割合が低い。従業員数がより多い企業のほうが、障害

のある従業員に対する理解・配慮が行き届きにくい、あるいは理解・配慮の状況を把

握しにくいと考えられる。 

 また、障害者の実雇用率が2.0％未満、障害者雇用に本格的に取り組み始めてからの

年数（以下、「障害者雇用への取り組み年数」）が10年未満の企業においても、理解・

配慮が「かなりある」と答えた割合が低い場合が多い。  
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図表７ それぞれの障害のある従業員に対する理解・配慮がかなりあると答えた割合 
（従業員数別、実雇用率別、障害者雇用への取り組み年数別） 

 
注１：それぞれの障害のある従業員を雇用している企業が回答 
注２：「障害者雇用への取り組み年数」については別稿（水野 2015b)を参照 

 
（２）理解・配慮を促すことの重要性 

 障害のある従業員に対する他の従業員の理解・配慮を促すことは、自社にとってど

の程度重要だと思うかを質問した。図表８の通り、全体では「重要である」「やや重要

である」の割合がそれぞれ63.7％、28.3％であり、両者を合わせると９割を超える。

一方、「あまり重要でない」「重要でない」の割合はそれぞれ4.6％、0.4％とわずかで

あった（図表省略）。 

 企業の特性別にみると、全従業員数が1,000人以上、障害のある従業員数が10人以上、

実雇用率が2.0％以上、障害者雇用を増やす方針である、ダイバーシティの考え方を重

視している企業で、重要であると答えた割合が特に高い。 

 

図表８ 障害のある従業員に対する理解・配慮を促すことの重要性（全体、企業の特性別） 
 

 
 

注１：障害のある従業員を雇用している企業が回答 
注２：「障害者雇用への取り組み年数」「障害者雇用の方針」「ダイバーシティの重視度」については別稿（水野 2015b)

を参照  

肢体不自由 内部障害 聴覚障害 視覚障害 知的障害 精神障害

999人以下 34.9 25.4 30.0 40.0 50.0 31.4

1,000人以上 27.5 18.3 22.0 31.8 28.9 15.6
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３．障害のある従業員に対する理解・配慮を促す取り組み 

（１）理解・配慮を促す取り組みの現状 

 障害のある従業員に対する他の従業員の

理解や配慮を促すために、この１年間に研

修・勉強会等（以下「研修等」）を実施した

ことが「ある」と答えた企業の割合（以下

「実施割合」）は22.8％、マニュアル・パン

フレット等（以下「マニュアル等」）を配布

したことが「ある」と答えた企業の割合（以

下「配布割合」）は11.0％であり、いずれも

高くはなかった（図表９）。また、これらの

一方または両方について「ある」と答えた

割合も26.6％にとどまった（図表省略）。 

 参考までに、筆者が2006年に実施した企

業対象の調査で「障害者への理解を促すた

めに従業員に対して行っている啓発・教育

活動」について質問した結果をみると、「研

修の実施」「マニュアルの配布」と答えた企

業はそれぞれ10.7％、4.4％であった（水野 

2007）。質問方法が異なるため単純には比較

できないが、2006年に比べると今回の調査

のほうが研修等の実施割合やマニュアル等

の配布割合は高いと推測される。 

 企業の特性別にみると、全従業員数や障

害のある従業員数が多く、実雇用率が高い

企業で、研修等の実施割合やマニュアル等

の配布割合が比較的高い。障害のある従業

員の数・割合や、ともに働く従業員の数が

多いほうが、それらを行いやすいのかもし

れない。また、障害者雇用を増やす方針で

ある、ダイバーシティという考え方を重視

している、障害のある従業員に対する理解

・配慮の促進が重要であると答えた企業に

おいても、研修等の実施割合、マニュアル

等の配布割合が比較的高い。障害者雇用へ

図表９ 障害のある従業員に対する理解・配慮を
促すための研修等の実施割合・マニュア
ル等の配布割合（全体、企業の特性別）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：障害のある従業員を雇用している企業が回答 

22.8

13.8

30.7

10.9

30.1

15.6

32.4

27.6

26.0

27.8

12.9

27.7
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31.1

10.4

-

11.0

5.5

15.7

4.3

15.4

4.7

19.0

12.4

16.9

12.3

8.1

12.6

8.1

15.9

3.0

-

0 10 20 30 40

全体(n=237)

＜ 従 業 員 数 ＞

999人以下(n=109)

1,000人以上(n=127)

＜障害のある従業員数＞

１～９人(n=92)

10人以上(n=143)

＜ 実 雇 用 率 ＞

2.0％未満(n=128)

2.0％以上(n=105)

＜ 障 害 者 雇 用 へ の

取 り 組 み 年 数 ＞

10年未満(n=105)

10年以上(n=77)

＜障害者雇用の方針＞

増やす(n=162)

現状維持(n=62)

＜ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨの重視度＞

重視(n=159)

非重視(n=74)

＜ 理 解 ・ 配 慮 促 進 の

重 要 性 認 識 ＞

重要である(n=151)

やや重要である(n=67)

あまり重要でない

+重要でない(n=12)

研修・勉強会等の実施

マニュアル・パンフレット等の配布

（％）
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の取り組み姿勢との関連がうかがえる。 

 研修等を実施した企業、マニュアル等を配布した企業の数は少ないが、参考までに

それらの企業の取り組み状況について図表10に示す。まず、研修等の実施状況につい

てみると、受講した従業員の立場・部署は「障害のある従業員の上司」「障害のある従

業員が配属されている部署の従業員」がそれぞれ半数を超える。「その他の立場・部署

の従業員」の回答例としては、「管理職」「新入社員」「人事採用担当者」「全社員」な

どがある（後述の自由回答結果も参照）。 

 研修等を主催した部署は「人事関連の部署」（88.9％）が圧倒的に多い。研修等で行

ったことの中で最も多いのは「講師などから話を聞いた」（74.1％）であり、「冊子、

パンフレット、DVD などの教材を見た」（40.7％）が続く。研修等で触れられた障害と

しては、「知的障害」と「精神障害」がそれぞれ約半数を占める。 

 また、障害のある従業員が「研修・勉強会等で話をした」「研修・勉強会等の企画・

運営に携わった」割合は、それぞれ22.2％、14.8％である。 

 

図表10 障害のある従業員に対する理解・配慮を促すための研修等の実施状況・マニュアル等の配布状況 

 

研修等の 

実施状況 

(n=54) 

マニュアル

等の配布

状況(n=26)

％ n ％ n

研修等を受けた／ 

マニュアル等を配布した 

従業員の立場・部署 

＜複数回答＞ 

障害のある従業員の上司（または上司になる予定の従業員） 61.1 33 84.6 22

障害のある従業員が配属されている（または配属される予定

の）部署の従業員（上司以外） 
55.6 30 53.8 14

その他の立場・部署の従業員 42.6 23 30.8 8

研修等を主催した部署 

＜複数回答＞ 

人事関連の部署 88.9 48 

CSR 関連の部署 9.3 5 

教育関連の部署 5.6 3 

障害のある従業員の配属先の部署（上記以外） 14.8 8 

その他の部署・組織 14.8 8 

研修等で行ったこと 

＜複数回答＞ 

講師などから話を聞いた 74.1 40 

冊子、パンフレット、DVD などの教材を見た 40.7 22 

障害の疑似体験をした 5.6 3 

その他 9.3 5 

研修等／マニュアル等 

で触れられた障害 

＜複数回答＞ 

肢体不自由 33.3 18 15.4 4

内部障害 22.2 12 19.2 5

聴覚障害 33.3 18 15.4 4

視覚障害 27.8 15 15.4 4

知的障害 51.9 28 30.8 8

精神障害 50.0 27 46.2 12

その他の障害 7.4 4 11.5 3

障害は特定されていない 27.8 15 38.5 10

障害のある従業員の 

研修等／マニュアル等 

への関与 

＜複数回答＞ 

研修・勉強会等で話をした 22.2 12 

研修・勉強会等の企画・運営に携わった 14.8 8 

マニュアル・パンフレット等で紹介された 

 

23.1 6

マニュアル・パンフレット等の企画・作成に携わった 19.2 5
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 一方、マニュアル等の配布状況についてみると、配布した従業員の立場・部署は、

「障害のある従業員の上司」が84.6％を占める。配布したマニュアル等で触れられた

障害は、「精神障害」が46.2％で最も多い。障害のある従業員が「マニュアル・パンフ

レット等で紹介された」「マニュアル・パンフレット等の企画・作成に携わった」割合

は、それぞれ23.1％、19.2％である。 

 次に、それぞれの障害のある従業員

がいる企業の中で、その障害について

研修・マニュアル等で触れられた割合

を分析した。図表11の通り、肢体不自

由、内部障害、聴覚障害、視覚障害の

ある従業員がいる企業では、研修等で

それぞれの障害について触れられた割

合は１割以下に過ぎない。それらに比

べると、知的障害・精神障害のある従

業員がいる企業において、研修等でそ

れぞれ知的障害・精神障害について触

れられた割合はやや高いが、それでも

２割に達しない。また、マニュアル等

においてそれぞれの障害について触れ

られた割合は１割未満である。障害の

ある従業員がいても、その障害につい

て研修やマニュアル等で取り上げられ

ることは多くないといえる。 

 

（２）理解・配慮を促す取り組みの具体例 

 前述の研修等の実施やマニュアル等の配布を含め、障害のある従業員に対する他の

従業員の理解を促すためにこの１年間に行った取り組みについて、自由回答形式で具

体的に質問した。その結果を図表12に示す。 

 回答が多かったのは、研修等を含む口頭での情報提供・説明である。その対象者や

方法、内容は多岐にわたる。障害のある従業員の配属部署が対象の場合、その障害の

「特性」や「配慮すべき点」「労務管理上必要な情報」などについて、「研修」「勉強会」

「説明会」などの場で、あるいはそれ以外の方法で伝えている。研修等の講師は、社

外の支援機関などから招いたり、「産業医」「保健師」が担当したりしている。それ以

外の場合には、人事担当者からの情報提供が多いと考えられるが、中には障害者本人

が「自身の障害や配慮してほしいこと」について「全体朝礼」の場で伝えたという回

答もある。 

図表11 障害のある従業員がいる企業の研修・
マニュアル等で、それぞれの障害につい
て触れられた割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：それぞれの分母には、研修等を実施していない企業

・マニュアル等を配布していない企業も含まれる 
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(n=125)
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従業員がいる企業

(n=132)

研修・勉強会等でその障害について触れられた

ﾏﾆｭｱﾙ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等でその障害について触れられた

（％）
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 障害者の配属先の従業員以外には、「管理職」「部門長」といった役職者、「新入社員」

などを対象とした階層別の研修や、「人事部」「店舗」といった特定の部門・職場の従

業員対象の研修を実施している。役職者対象の場合、障害者雇用の「あり方」「意義」

や「採用活動」など障害者雇用の現状や方針についても伝えている点が、他の対象者

の場合とは異なる。一方、若手社員向けの研修には「手話の指導」や「視覚障害の疑

似体験」を取り入れた例もある。また、「希望者を対象」とした研修や「全社的な会議」

などを通じて、不特定の従業員に向けた情報提供・発信も行っている。 

 口頭以外の情報提供手段としては、紙媒体や電子媒体がある。うち、障害特性など

についてまとめた「パンフレット」「マニュアル」「レジュメ」は、障害のある従業員

の配属先などに配布されている。また、「社内報」「イントラネット」を通じて障害者

雇用についての情報をより幅広い従業員に発信したり、「eラーニング」のメニューの

１つとして障害者雇用に関する研修機会を設けたりもしている。 

 職場実習・インターンシップは、障害者・児が仕事を体験するためのしくみだが、

その実施により「障害者に対するイメージを変えることができた」など従業員の理解

を促すことができたとの回答もある。その他、ジョブコーチ（職場適応援助者）の支

援を受けた企業や、社内に相談員を配置するなどの支援体制づくりをした企業もある。 

 

図表12 障害のある従業員に対する理解・配慮を促すための取り組み（自由回答結果より抜粋）注１ 

●口頭での情報提供・説明注２ 

◎障害のある従業員の配属部署対象 

○研修・勉強会等での情報提供・説明 

＊障害者の配属部署に事前研修（１時間程度）を行った〔製造300-499人、肢体・内部〕注３ 

＊受け入れ部署に対する面談、勉強会〔金融1,000人以上、全障害〕 

＊入社時の配属部門上長、部員への説明会〔情報500-999人、全障害〕 

＊産業医からの情報提供（勉強会）〔小売300-499人、肢体・内部・聴覚・精神〕 

＊障害特性や配慮すべき点等の話を保健師から聞いた〔建設1,000人以上、全障害〕 

＊支援機関のカウンセラーの方に来て頂き、セミナーを開催〔製造100-299人、肢体〕 

＊中ポツセンター（※筆者注：障害者就業・生活支援センター）の方に来て頂き、障害特性につい

て講義をして頂いた〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・視覚・知的〕 

＊精神障害の方に特化した紹介会社と協力して、精神障害の方の配置、定着のための活動（勉強

会など）〔情報1,000人以上、全障害〕 

＊聴覚障害者が配属される部署の社員全員が、外部講師から障害に対する知識および対応の説

明を受けました〔小売1,000人以上、肢体・内部・聴覚・精神〕 
 

○上記以外の方法での情報提供・説明 

＊配置した部署内で説明実施〔運輸500-999人、肢体・知的・精神〕 

＊障害者雇用にあたり、雇用の必要性や実際に雇用する障害者の特性について各所属部長に説

明を行った〔運輸100-299人、肢体・精神〕 

＊仕事をして頂く部署の方には、情報をオープンにして、障害のある方について知ってもらっている

〔運輸300-499人、内部・視覚・精神〕 
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＊配属予定者の障害の種類や等級の他、労務管理上必要な情報についての、配属先所属長との

打ち合わせ、情報交換など〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・視覚・知的〕 

＊障害のある従業員の了解のもと、周囲の従業員に障害の特性を説明し配慮を求めています〔製

造1,000人以上、全障害〕 

＊障害者採用時に障害内容を受け入れ先職場で周知してもよいか本人に確認の上、職場内周知

をし、配慮すべき点等を事前に知らせています〔小売1,000人以上、肢体・聴覚・視覚・知的・精神〕 

＊障害者が入社する前に朝礼において対応を周知〔建設300-499人、肢体・精神〕 

＊障害のあるスタッフも自ら入社時に全体朝礼で自己紹介してもらうことで、自身の障害や配慮して

ほしいことについて伝えてもらう〔小売1,000人以上、肢体・聴覚〕 
 

◎役職者対象 

＊経営メンバー、管理職に対し障害者雇用のあり方について説明〔情報1,000人以上、全障害〕 

＊部門長クラスへの障害者雇用の意義や採用活動についての説明を実施〔製造1,000人以上、肢

体・内部・聴覚・精神〕 

＊管理職対象「人権啓発研修」の実施〔金融1,000人以上、全障害〕 

＊役席者向け研修の実施〔金融1,000人以上、肢体・内部・精神〕 

＊全国の部長以上全員に週１回、TV会議で対応を周知〔建設300-499人、肢体・精神〕 

＊経営補佐職層に障害者雇用率の概要を教育した〔製造300-499人、肢体・知的・精神〕 
 

◎その他の特定の従業員対象 

＊新入社員教育の期間にパンフレットを見ながら手話の指導（教育）を行った〔製造1,000人以上、肢

体・聴覚・精神〕 

＊若年向けの階層別研修で視覚障害の疑似体験を行った〔製造1,000人以上、肢体・内部〕 

＊階層別研修にて人権啓発研修として実施〔建設1,000人以上、全障害〕 

＊特例子会社を設立している企業の人事担当者を招き、人事部従業員を対象に講演会を開催〔製

造1,000人以上、肢体・知的・精神〕 

＊店舗社員向け集合研修の実践〔小売1,000人以上、全障害〕 
 

◎全社対象 

＊年間１～２回の頻度で、全従業員の中から希望者を対象に障害者研修を行っている〔生活関連

1,000人以上、内部・知的〕 

＊全社的な会議において障害者雇用に関する法律と当社の現状を伝え、職場における障害のあ

る従業員への理解を求めた〔建設1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊社長自らが朝礼等で講話に取り上げる〔建設500-999人、肢体・知的・精神〕 

＊従業員に向けて障害者積極雇用の宣言〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 
 

●パンフレット・マニュアル等の配布 

＊個別の職場へのパンフレットの配布〔小売1,000人以上、全障害〕 

＊配属先へのパンフレットの配布〔製造100-299人、精神〕 

＊各役職者へのパンフレット等配布〔宿泊・飲食500-999人、知的・精神〕 

＊知的障害者の方々を初めて採用するにあたり、全社的に知的障害者の特性などをまとめたパン

フレットを作成し、各職場に配布〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊人材派遣会社と協力し、障害者雇用時に管理者・上司に対し、マニュアルを配布し、障害者に

対して理解を深めてもらう〔小売1,000人以上、肢体・内部・知的・精神〕 
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＊障害者雇用の手引き（マニュアル）の提供〔金融1,000人以上、全障害〕 

＊障害特性、職場環境の作り方、求められるフォローをレジュメにして配布〔不動産1,000人以上、肢

体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊社内雇用事例集の作成〔運輸1,000人以上、全障害〕 
 

●社内報・社内LAN等を通じた情報発信 

＊社内報での周知〔小売1,000人以上、肢体・内部・聴覚〕 

＊社内報で特集を組んで紹介した〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊特例子会社の活動を社内報で紹介する（年３～４回）〔情報500-999人、肢体〕 

＊社内イントラネットで情報を共有（多様性に対する理解）〔製造1,000人以上、全障害〕 

＊社内イントラネットでの紹介〔サービス300-499人、肢体〕 

＊社内外ホームページでの発信〔製造1,000人以上、全障害〕 

＊全社員年１回、ｅラーニングで「人権研修」の受講を義務付けている（メニューの中に障害者雇用

を含む）〔小売1,000人以上、全障害〕 
 

●職場実習・インターンシップの受け入れ 

＊いろいろな部署で実習の受け入れをすることで、障害者に対するイメージを変えることができた

〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊職場実習の受け入れを実施し、従業員の理解促進を図った〔建設1,000人以上、全障害〕 

＊実際に実習などで働いてもらった〔宿泊・飲食500-999人、肢体・内部・知的〕 

＊職場実習の積極的受け入れ〔宿泊・飲食1,000人以上、全障害〕 

＊積極的に実習を受け入れた〔小売1,000人以上、全障害〕 

＊精神障害者雇用のための職場実習の受け入れ〔運輸100-299人、肢体・精神〕 

＊インターンシップ受け入れ〔製造100-299人、聴覚・知的〕 

＊特別支援学校よりインターンシップで春・秋２日、知的障害者を受け入れた〔小売300-499人、肢

体・聴覚〕 
 

●ジョブコーチ（職場適応援助者）支援制度の利用 

＊入社後に就労支援やジョブコーチなどをつけて、お互い働きやすい状態でスタートさせる〔小売

1,000人以上、肢体・内部・視覚・知的・精神〕 

＊ジョブコーチを交えての面談〔運輸500-999人、肢体・知的・精神〕 
 

●社内での支援体制づくり 

＊障害者職業生活相談員資格の取得者を１名増やした〔運輸300-499人、内部・視覚・精神〕 

＊新卒障害者一人一人に「相談員」を選任配置し、日常的にフォローする制度を設けている〔製造

1,000人以上、肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊人権啓発推進委員会〔情報1,000人以上、肢体・内部・聴覚・視覚・精神〕 

注１：原則として原文のまま掲載した。ただし、文意を損ねない範囲で誤字・脱字等の修正や漢字表記の変更などを

行った箇所がある。 

注２：口頭での情報提供・説明の方法が研修・勉強会等か否か、研修・勉強会等の対象者が誰かを分類するにあたっ

ては、選択式の設問（研修・勉強会等の実施の有無、研修・勉強会等を受講した従業員の立場・部署）の回答

結果も参照した。 

注３：〔 〕内には回答企業の業種、従業員数、雇用している障害者の障害種別を記載。業種の略称は図表５を参照。

「肢体」「内部」「聴覚」「視覚」「知的」「精神」は、それぞれ肢体不自由・内部障害・聴覚障害・視覚障害・

知的障害・精神障害の略。「全障害」はこれら６つの障害種別すべて。 
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（３）理解・配慮を促すための取り組みを実施・検討する上での課題 

 障害のある従業員に対する他の従業員の理解や配慮を促すための取り組みを行った

り検討したりする上での課題を、自由回答形式で質問した。その結果を図表13でみる

と、研修などを単発ではなく継続して行うこと、多様な障害特性や社内の数多くの事

業所・拠点に対応すること、取り組みを行う上で参考となる情報を得ること、障害に

関する情報の開示にあたってプライバシーに配慮することなどが、課題としてあげら

れている。 

 

図表13 障害のある従業員に対する理解・配慮を促すための取り組みを実施・検討する上での課題 
（自由回答結果より抜粋）注１ 

●継続性の確保 

＊「継続」がまさにキーワードで、継続していくことが重要であり、一番の課題ととらえています〔製造3

00-499人、肢体・内部・知的〕注２ 

＊一度きりの教育では不十分だと思うが、その後継続して行っていくときの題材や方法などどうすれ

ばよいか〔製造100-299人、聴覚・知的〕 

＊一朝一夕にはできませんが、店舗スタッフの中に障害をもった方がいるのがあたりまえという雰囲

気ができるまで続けることが必要〔小売1,000人以上、肢体・聴覚・知的・精神〕 

＊手話の教育が一過性のものに終わっている（継続して行われていない）〔製造1,000人以上、肢体・

聴覚・精神〕 

 

●多様な障害・職場への対応 

＊障害特性は個々人によりそれぞれ異なるため、一般的なマニュアルや説明では通用しない場合

が多い〔小売1,000人以上、全障害〕 

＊障害内容により一人一人の特性が違うため、ある程度の知識がないと対応が難しい〔製造500-999

人、精神〕 

＊精神障害者や知的障害者は各人で障害の特性が違うので、採用前に本人の特性を社内に説

明することが重要であると思う〔運輸100-299人、精神〕 

＊障害者の方は自分の考えや思いを伝えることが苦手なため、その人に合った対応が難しく、同じ

配慮ではだめなこともある〔製造300-599人、知的〕 

＊パンフレットや説明会だけではわからないことが多く、また誤解も生じやすいので、知的障害のあ

る社員たちに各職場の社員たちが仕事を通じて触れ合う機会を作り、実際に仕事をしている彼

ら、彼女たちを見てもらう工夫が必要。できるだけ社内で垣根を作らないこと。〔製造1,000人以上、

肢体・内部・聴覚・知的・精神〕 

＊障害の内容が事業所毎にまちまちで、一つのものでは対応しきれない〔小売1,000人以上、肢体・内

部・知的・精神〕 

＊拠点が北海道から九州まで全国にあるため、全てに研修会を実施できない〔情報1,000人以上、全

障害〕 

 

●情報の取得 

＊研修、勉強会の進め方や参考事例が少なく情報不足〔小売1,000人以上、肢体・内部・視覚・知的・

精神〕 
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＊全社員に向けて障害者に対する理解を促すような広報やセミナーの実施を検討しているが、そ

の際の方法・内容について適切な例を探している〔製造1,000人以上、肢体・内部・知的・精神〕 

＊根本的な資料が不足している〔小売1,000人以上、肢体・内部・知的・精神〕 

 

●プライバシーへの配慮 

＊プライバシーの配慮〔建設300-499人、肢体・内部・精神〕 

＊プライバシーの問題〔製造500-999人、肢体〕 

＊配属先の職場に対して、障害内容の開示をどこまですべきか。本人承諾は当然であるが、本人

が一切の開示を拒否するケースもある（特に内部障害の場合）。〔製造1,000人以上、肢体・内部・聴

覚・知的・精神〕 

＊精神障害の場合、他の従業員に知られたくない思いが先に立ち、理解や配慮をするのが難しい

〔製造300-499人、肢体・内部・知的・精神〕 
注１・２：それぞれ図表12の注１・３と同じ 

 
４．まとめと今後の課題 

 障害のある従業員が企業に定着するためには他の従業員の理解・配慮が重要である

という観点から、それを促すための企業の取り組みに注目し、企業対象のアンケート

調査を実施した。調査結果では、従業員の理解・配慮を促すことが重要と答えた企業

が９割を超えた。 

 しかし、そのための取り組みのうち、従業員向けの研修・勉強会やマニュアル・パ

ンフレットの配布は、障害者を雇用している企業においても多くは行われていない。

取り組みを実施・検討する上での課題としては、継続性の確保、多様な障害・職場へ

の対応、参考となる情報の取得などが企業から指摘された。 

 そういった課題がある中でも、一部の企業は前述の取り組みの他、障害の特性や配

慮すべき点、障害者雇用の状況・方針などに関する口頭での情報提供・説明、社内報

や社内 LAN を通じた情報発信などを行い、障害のある従業員に対する理解・配慮の促

進を図っている。これらの取り組みの対象者は、障害のある従業員の配属先の上長や

同僚をはじめ、新入社員から管理職、役員まで幅広い層にわたっている。 

 それぞれの従業員にとってどのような取り組みが良いかについて、今回の調査のみ

から明示することはできないが、企業の自由回答であげられた事例は、取り組み方法

を検討する上での一助になりうる。例えば、職場実習やインターンシップの受け入れ

は、障害者と実際に働いたことがなく、かつこれから働く可能性の高い従業員が具体

的なイメージを持つためには効果的であろう。一方、社内 LAN を用いた情報発信や e

ラーニングによる研修は、より幅広い従業員の理解促進を目的とする場合には適した

方法のひとつと考えられる。 

 企業にとっての今後の課題は、まずは障害のある従業員に対する他の従業員の理

解・配慮がどの程度あるか、十分かどうかを確認した上で、その状況に応じて取り組
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みを行うことであろう。一方、障害者雇用の支援機関は、現在でもマニュアルの作成・

配布、研修の実施・講師派遣などを通じて障害特性などに関する一般的な情報を企業

に提供したり、ジョブコーチとして職場に入り個別のケースに対応したりしているが、

こうした支援についての認知を企業に広げたり、支援内容を拡充したりすることが課

題といえる。 

（研究開発室 みずの えいこ） 
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